
4コママンガでわかる

○地元に愛着がある人、
　興味がある人
○幅広い世代と
　関わりたい人

例：区、自治会
例：育児サークル
　  環境保全サークル

○福祉・子育て支援・環境など
　興味のある特定の分野に
　ついて活動をしたい人

あなたに合う
市民参加の
方法は？

市民
自治活動
に参加

してみよう!

市政に関心を持ったら

スタート！

自分の考えをまとめるときどうする？
A 多人数で話しながら考える
B 一人でじっくり考える

どのような話し合いの場に向いている？
A わいわいがやがや話し合う
B きっちりとした場で話し合う

どのように考えたい？
A 資料を見て考えたい
B 市から直接説明を聞いて考えたい

答える時はどうしたい？
A 自分で自由に考える
B いくつかの選択肢から答えたい

ワークショップ
に参加！

附属機関の
委員になろう！

パブリック
コメントに挑戦！

意向調査
（アンケート）に
回答しよう！

説明会に
参加しよう！

みんなで意見を
つくりあげたい派

しっかりと意見
したい派

じっくり
考えたい派

手軽に意見を
届けたい派

まずはもっと
聞いてみる派
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詳しくは「日進市市民参加及び市民自治活動条例」に規定しています。

市民自治活動に直接参加することは難しくても、
活動を応援することで関わってみましょう！



日進市自治基本条例 施行10周年！ 市民自治活動編
市民自治活動とは？

自治基本条例を身近なものとして感じていただくために

はじめに

　皆さんは、「日進市自治基本条例」を知っていますか？市民の皆さんが「住みやすい」、「いつまで
も住み続けたい」と思えるまちづくりを… そんな思いを実現するために本市では、平成19年10月
にまちづくりの基本ルールを定めた「日進市自治基本条例」を施行しました。

　自治基本条例は、前文と本文で構成されています。前文では、市民と市議会議員、市の執行機関が、愛着と誇りを
持って暮らせる日進市を守り育てていくという条例の目指すべき姿が述べられています。本文では、市民の権利、市
民、市議会、市長の役割と責務、市民参加と協働、市政運営に関する仕組み、常設型住民投票について規定しています。

第16条　市民は、それぞれの地域において、住民自治組織等によるコミュニティ活動
を通じ、市民自治活動の推進に努めます。
2　市民は、NPO等によるコミュニティ活動やボランティア活動を通じ、それぞれの
役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。
3　市民は、コミュニティが市民主体の自治の重要な担い手となることを認識し、これ
を守り育てるよう努めます。
4　市の執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援す
るものとします。
5　前項に規定する市民自治活動の支援に関して必要な事項は、別に条例で定める
ものとします。

市の意思形成それぞれの過程において、
市民が自主的に関わることをいいます。

市民参加
市民が、住みよいまちづくりを目指し、自主
的に行う多様な公益的活動をいいます。

市民自治活動

○自治基本条例の理念が普段の生活にも関係している、
「自分ごと」なんだと感じていただけるよう、自治基本
条例の大切なテーマである「市民参加」と「市民自治活
動」について、普段の生活でもあるような身近な出来
事を交えたストーリーの４コママンガを作成しました。

　※広報にっしん２０１７年１０月号から２０１８年３月号までの全６回にわたり掲載

○マンガのストーリーづくりにあたっては、市民活動
団体「場リスタＮｅｘｔ」、名城大学都市情報学部昇秀樹
教授及びそのゼミ生の皆さんにご協力いただきまし
た。

○マンガの作画は、市内在住のデザイナー鈴木優子さん
（くすちゃん）です。

市民が、住みやすいまちづくりをめざし、
自主的に行う多様な公益的活動のこと

し みん じ ち かつ どう へん

日進市自治基本条例（市民自治活動）

名城大学都市情報学部のゼミ生の皆さん

場リスタＮｅｘｔさん

岩藤町
天王祭 香久山

ウォークラリー

530運動
ＮＰＯ団体による
庁舎花壇花植え

ニッシー

自治基本条例の概要

　平成12年4月の地方分権一括法の施行により、地方分権が進
み自治体は自己決定、自己責任が問われるようになり、住民が自
主的に地域の課題や行政に関わりを持つようになってきました。
　このような背景の中、日進市でも自分たちのまちを自分たち
で育んでいくためのルール（自治基本条例）を定め、「市民主体
の自治」の実現を目指すことになりました。
　自治基本条例の制定にあたっては、座・まちづくり塾「日進一歩」
や、市民インタビュー、９０回以上の検討会を通じて、延べ1,000
人以上の市民の皆さんによる議論を重ねてきました。

自治基本条例ができるまで

　自治基本条例の大切なテーマは、「市民
参加」と「市民自治活動」の推進。「市民主
体の自治」を実現するために、この２つの
テーマに取り組んでいくことが重要です。

自治基本条例の大切なテーマ

14年度

座・まちづくり塾
「日進一歩」（17回）

検討会（90回開催）

市民インタビュー
（80人）

シンポジウム（3回）
勉強会（2回）
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